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計量法改正の概要
(2-1 ⾃動はかりに対して新たに検定を実施) 

経済産業省 産業技術環境局計量行政室 計量制度見直しについて
＜政省令改正にともなう自動はかりの検定実施＞（令和元年6月版）より一部抜粋



計量法改正の概要
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自動はかりも新たに検定を実施
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検定対応が必要な特定計量器
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＊ 自動はかりの検定制度及びその見直しあり （令和3年5月経済産業省産業技術環境局計量行政室） ：次ページ参照
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計量法改正の概要
(2-２ 指定検定機関の指定に器差検定を中⼼に⾏う区分を追加)
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「既に使⽤されている⾃動はかり」の検定
JIS 充填用自動はかり ー第1部計量要件及び技術要件 JIS B7604-1 2019 より抜粋



page

◼性能の技術上基準

個々に定める性能の技術上の基準は最大許容偏差（MPD）とし，その許容値は
表C.1 の値に等級指定因子(x)を乗じた値とする。

＊Fが25kgの場合 等級X(1) : 250g、X(0.5) :125g、 X(0.2) :50g

◼検定公差

計量値と試験動作中の全ての充塡量の平均質量との間の最大差は，計量値の

MPDis の0.25 倍を超えてはならない。（器差平均と器差のばらつきが見られる）

◼表記

充塡用自動はかりには，読みやすく，鮮明，かつ，消滅しないように見やすい箇所に次

を表示することが望ましい。ただし，表記に替えて，仕様書，取扱説明書，点検記録簿

，タグ等によって明示してもよい。

a) 製造事業者名，製造事業者の登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 製造番号
c) 使用計量範囲（該当する場合）

◼試験条件

全ての試験は，計量に関する重要な調整可能パラメータ（例えば，最終供給時間，供

給量）を，最も厳しい条件［製造事業者が取扱説明書で指定する条件の範囲内に限

る。］に設定して実施する。

新たな試験を開始する前に，AGFI は，通常の動作条件下で安定状態となるようにす
る。すなわち，全ての主要な部品及び装置において，計量精度に影響を及ぼす予熱時

間，温度，表示など，製造事業者の取扱説明書に従って安定させる。この安定時間

における充塡は，試験に含んではならない。

全ての補正装置（例えば，落差補正装置，自動ゼロ点設定装置など）は，取扱説明

書に従って動作させなければならない。

AGFI の設定変更後に，指定の充塡回数を破棄するという明確な警告をAGFI が示
さない限り，Max とMin との間の充塡荷重の変更後の最初の充塡量を試験に含めな
ければならない。

◼充塡回数
個々の試験充塡の回数は，事前設定値によって表C.2 のとおりとする。

「既に使⽤されている⾃動はかり」の検定とは

回数 A: 計量値(kg) B: 平均質量(kg) A-B (kg) MPDis*0.25
1 25.00

25.020

-0.02

0.063

2 25.05 0.03
3 25.05 0.03
4 25.00 -0.02
5 25.00 -0.02
6 25.05 0.03
7 25.05 0.03
8 25.00 -0.02
9 25.00 -0.02
10 25.00 -0.02
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検定対応によるメリット

検定が強制される2026年4⽉1⽇までに、早めの検定受検計画(更新計画も含め) をおたてください
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検定合格することで、これまでの⼈⼿による抜き取り検査が不要になります

これまで

パッカーにより全数計量充填しているが、 正確な計量義務に対し
ては特定計量器である⾮⾃動はかりを使⽤して⼈⼿により抜き取り
検査を実施。

今後

特定計量器となるパッカーでの全数計量により、正確な計量を実施。

計量義務の不安なく、即出荷対応＊特定商品の量⽬公差の許容誤差は25kgの場合１％まで
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検定対象となる⾃動はかりの修理
お客様が⾃主的に実施できるのは“軽微な修理”のみ
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＜ JISによる修理の規定 ＞

・各装置の表⾯保護シート類など，衛⽣管
理上交換を推奨する部品の交換
・シール材，保護材，パッキン及びクランプ
⽤ゴムなど，経年劣化しやすい部品の交
換⼜は修理
・軸受け，樹脂ブッシュ及びベアリングなど，
摩耗劣化しやすい部品の交換⼜は修理
（ 計量部に直結する部位の駆動装置に関
するものを除く。）

・処理能⼒に影響を及ぼす製品搬送にか
かる部品の交換⼜は修理
・供給制御のためのロードセルなどの交換
⼜は修理
・電源装置の交換⼜は修理
・供給シャッター，排出ゲート内部品（作
動⽤アクチュエータなど）の交換⼜は修理

・ロードセルなど，質量検出にかかる部分の脱
着，交換⼜は修理
・アナログ－デジタル変換器の交換⼜は修理
・封印の除去を伴う修理（例えば，スパンの
調整，法定計量に関わる基板の交換，法
定計量関連ソフトウェアの変更）
・⾵袋に含まれる駆動装置（計量部に直結
する部位の駆動装置）の交換⼜は修理
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取引証明に関する Q & A

経済産業省 産業技術環境局計量行政室 計量制度見直しについて
＜政省令改正にともなう自動はかりの検定実施＞（令和元年6月版）より抜粋
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株式会社 中島製作所の取り組みについて
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＜計量法対応に関するお問い合わせ先＞

経済産業省 産業技術環境局 計量行政室
電話：03-3501-1688（直通） FAX：03-3501-7851
受付時間：9時30分〜12時00分 13時00分〜17時00分（平日のみ）

※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。


